
１　避難所（12月12日10時現在）

指 定 避 難 所 8 84 (63) 172 (101)

福 祉 避 難 所 0 0 (0) 0 (0)

町 内 会 開 設 0 0 (0) 0 (0)

計 8 84 (63) 172 (101)

○避難所運営体制（12月12日現在）

　・避難所１箇所当たり２人体制で対応（安積総合学習センターのみ３人体制）　※２交代制／日

　・１日当たり職員計34名で対応【県職員８名、市職員26名（OB職員含む）】

２　二次避難（福島県事業）

(1)　要配慮者宿泊施設利用（11/１～）
　　・対象者世帯：避難所に避難している要配慮者※のいる世帯

　　　　　　　　　※高齢者、障がい者、乳幼児その他特に配慮を要する者

　　※利用実績　：２世帯３名（障がい者）【12月12日現在】

(2) 避難者短期宿泊（11/１～）
　　・対象者世帯：10/23現在避難所に避難しており、現在も避難している世帯　

　　　　　　　　　　り災証明の交付を受け、避難所に登録している世帯

　　※利用実績　：42世帯97名【12月12日現在】

３　要配慮者の状況

【12月11日10時現在の避難者カード（178名）に基づく集計】
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※高齢者及び児童のうち７名障がい有

　○　相談、見守り体制

　・障がい者：各相談事業所及び基幹相談支援センターの相談員⇒各施設。事業所

　・高齢者：担当ケアマネージャー、高齢者あんしんセンターの担当者⇒各施設、事業所及び

　　市基幹包括支援係

　○　健康チェック

　・保健師巡回訪問⇒医療機関等
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４　避難状況の推移


